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株式の分割（無償交付）及び株主優待制度の変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成 17 年８月 22 日開催の取締役会において、株式の分割（無償交付）に関し、下記の 

とおり決議いたしましたので、お知らせいたします。また、株式の分割実施後の株主優待制度に  

ついて、所有株式数に応じた形での優待制度とするため、株主優待制度の贈呈基準を変更することを

決議いたしましたのでお知らせします。なお、優待制度の変更は、平成 18 年９月 30 日現在の株主 

名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主から実施します。 

 

記  

Ⅰ 株式の分割について 
 
１．株式分割の目的 

株主還元ならびに株式の流動性の向上を図ることを目的とする。 
 
２．株式分割の概要 

  （１）分割の方法 

     平成 17 年９月 30 日（金）最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された 

株主の所有普通株式１株につき２株の割合をもって分割する。 
 
  （２）分割により増加する株式数 

株式分割前の当社発行済株式総数     4,355,035 株 

今回の分割により増加する株式数     4,355,035 株 

株式分割後の当社発行済株式総数     8,710,070 株 

株式分割後の授権資本株式数       20,000,000 株 
 

３．配当起算日  平成 17 年 10 月 １日（土） 
 
４．効力発生日  平成 17 年 11 月 18 日（金） 
 
５．その他 

   この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。 

 

【ご参考】 

１．株式の分割に際しては、資本金の増加はありません。 
平成 17 年８月 22 日現在の資本金      1,110,583,516 円 
 

２．同日の取締役会において、上記株式分割に伴い、商法第 218 条第２項の規定に基づき、当社定款

上の「会社が発行する株式の総数」について、現行の 10,000,000 株を 10,000,000 株増加させ、

20,000,000株に変更することを決議しております。 
 
３．今回の株式分割は平成 17 年 11 月 18 日（金）が効力発生日となりますので、既に平成 17 年５月

17 日に発表しております、当社平成 17 年９月期における期末配当予想の１株あたり 20 円（内、

創業 35 周年記念並びに株式公開 10 周年記念配当金５円）につきまして変更はございません。な

お、今回の株式分割後となる来期以降の配当額につきましては、当社の配当基本方針に基づき、

今後の事業展開を総合的に勘案の上、決定したいと考えております。 



 

Ⅱ 株主優待制度の変更について 
 

  変更後の株主優待制度の内容 

 

【ご参考】 

  株主優待制度の変更は、平成 18 年９月 30 日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録さ

れた株主から実施します。（平成 17 年９月 30 日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録さ

れた株主に対する株主優待制度については従来どおりの優待を実施いたします。） 

 以上  

所 有 株 式 数 

現 行 変更後（平成 18 年９月 30 日以降）  

カップ麺  
(1 ｹｰｽ 12 ｹ入) 

500 株以上   
2,000 株以上   
5,000 株以上  
10,000 株以上 
50,000 株以上 
100,000 株以上 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 

2,000 株未満 
5,000 株未満 
10,000 株未満 
50,000 株未満 
100,000 株未満 
 

500 株以上   
4,000 株以上   
10,000 株以上  
20,000 株以上 
100,000 株以上
200,000 株以上 

－ 
－ 
－ 
－ 
－  
 

4,000 株未満 
10,000 株未満 
20,000 株未満 
100,000 株未満 
200,000 株未満 
 

１ｹｰｽ 
２ｹｰｽ 
４ｹｰｽ 
１０ｹｰｽ 
１５ｹｰｽ  
２０ｹｰｽ 


